
施設の概要 

 

平成 10 年度、鳥取県で開催された第 22 回全国育樹祭の式典会場となった「とっとり出合いの

森」を式典後に整備し、平成 11 年４月４日に開園。 

 約 76ｈａの広大な園内には、様々なコースの「林内散策路」、県産材を使用したドーム状の「管

理棟」や「展示館」、芝をはりつめた約 1.4ｈａの「出合いの広場」、滝や噴水のある親水空間の

「水遊びの広場」、散策路に木製遊具を配置した「遊びの道」などを整備し、四季折々の美しい自

然の中で森林とのふれあいを楽しむことができる。 

 

【利用者数】 

平成 11 年度：171 千人 平成 18 年度：102 千人 平成 25 年度：108 千人 令和２年度：91 千人 

平成 12 年度：106 千人 平成 19 年度：95 千人 平成 26 年度：113 千人 令和３年度：100 千人 

平成 13 年度：95 千人 平成 20 年度：104 千人 平成 27 年度：108 千人 令和４年度：106 千人 

平成 14 年度：95 千人 平成 21 年度：114 千人 平成 28 年度：96 千人  

平成 15 年度：101 千人 平成 22 年度：103 千人 平成 29 年度：109 千人  

平成 16 年度：98 千人 平成 23 年度：92 千人 平成 30 年度：99 千人  

平成 17 年度：97 千人 平成 24 年度：107 千人 令和元年度 ：108 千人  

 

【施設の案内】 

●所在地  鳥取市桂見２９３ 

      自家用車の場合・・・・・・鳥取駅から１５分 

      バスの場合・・吉岡線農協前下車、徒歩２０分 

●施設内容 出合いの広場、展示館、二十世紀梨の故郷、 

風の広場、水遊びの広場、かくれんぼの広場、 

緑の大すり鉢、鳥たちの森、散策路約１０等 

●利用案内 入場料：無料 

      開園時間：午前９時～午後５時（７月１日～８月３１日は午後６時まで） 

      休園日：１２月２９日～１月３日 

●駐車場  無料 約３００台（うち、バス専用６台分） 

 

●問い合わせ先 

 とっとり出合いの森管理事務所 〒680-1417 鳥取市桂見 293 

TEL(0857)31-3930・FAX(0857)31-3935 

鳥取県農林水産部森林・林業振興局林政企画課  〒680-8570 鳥取市東町 1-220 

TEL(0857)26-7300・FAX(0857)26-8192 

鳥取市農林水産部林務水産課   〒680-8571 鳥取市幸町 71 

TEL(0857)30‐8311（林務係）・FAX(0857)20-3043 

資料１ 



資料２

1 　年度別来園者数
（単位：人）

区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

来園者数 108,870 99,181 108,013 91,182 100,160 106,064

一日平均来園者数 303 276 301 254 279 295

２　年度別収支状況
（単位：千円）

６年度積算 元年度実績 ２年度実績 ３年度実績 ４年度実績

収入 40,607 33,912 33,912 33,912 34,965

鳥取市 10,152 8,478 8,478 8,478 8,665

雑収入　自動販売機使用料 804 809 767 827 807

その他 0 0 248

51,563 43,199 43,157 43,217 44,686

支出 51,563 42,629 42,536 40,990 44,089

人件費 18,797 12,324 12,590 12,060 11,437

施設管理費 30,305 29,946 28,930 32,652

旅費 0 0 0 0

消耗品費 863 917 851 1,184

修繕費 3,952 3,861 2,696 3,869

光熱水費 2,963 2,567 2,917 3,792

通信運搬費 236 240 235 240

手数料 29 40 25 173

保険料 799 831 790 821

使用料及び賃借料 2 2 2 2

負担金 11 11 11 11

公課金 2 19 7 13

森林整備 2,470 2,470 2,470 2,470

植栽管理 11,360 11,360 11,360 11,360

遊具施設塗料 650 650 650 650

池清掃業務 1,250 1,250 1,250 1,250

木製ベンチ等管理・貸出業務 - - - -

委託料 4,592 4,708 4,946 5,035

汚水処理施設保守点検 994 1,003 1,003 1,003

電気設備保守 302 304 304 304

建物・水槽清掃 283 287 287 287

ポンプ施設点検 1,221 1,232 1,232 1,232

遊具施設保守点検 514 605 524 605

センター施設警備 183 185 185 185

消防設備保守 208 208 208 208

展示物保守 328 328 328 337

ホームページ管理 392 396 396 396

滅菌装置保守点検 167 160 160 160

中央監視設備点検 313 319 319 319

イベント経費 423 317 329 363

その他経費 703 703 391 1418

0 570 621 2,227 597

出合いの森の来園者数の実績及び年度別収支状況

CATV利用料等

はく製燻蒸処理

森林の維持管理

植栽樹木等の管理

遊具等塗装

池清掃等

水道料金等
（6年度積算では光熱費が
別途予算措置のため除く）

電話、コピー機使用料等

令和6年度から新規

浄化槽点検、ゴミ処分料

施設賠償責任保険料

体育施設協会会費

32,765

差引額

公用車重量税等

管理棟事務用品

250万円未満の修繕

施設管理に係る人件費

計

利息、公衆電話使用料

指定管理料　　　鳥取県

説明・内容区分



資料３ 

鳥取県立とっとり出合いの森の設置及び管理に関する条例 
 

平成１１年３月１２日 

鳥取県条例第６号 
 
(目的) 

第１条 この条例は、地方自治法(昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。)第２４４条の２第１項の規定に基づ

き、鳥取県立とっとり出合いの森の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。 
 
(設置) 

第２条 県民に森林とのふれあいの場を提供し、自然観察、野外活動等を通して森林に対する理解を深めると

ともに、広く県民の保健及び休養に資するため、鳥取県立とっとり出合いの森(以下「とっとり出合いの森」とい

う。)を鳥取市に設置する。 

2 とっとり出合いの森の区域は、知事が告示する。 
 
(指定管理者による管理) 

第３条 知事は、法第２４４条の２第３項の規定に基づき、法人その他の団体であって、知事が指定するもの(以

下「指定管理者」という。)に、とっとり出合いの森に係る次に掲げる業務を行わせるものとする。 

（１）とっとり出合いの森の施設設備の維持管理に関する業務 

（２）前号に掲げるもののほか、とっとり出合いの森の管理に関する業務のうち、知事のみの権限に属する事務を

除く業務 
 
(指定管理者の管理の期間) 

第４条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属する年

度の翌年度の４月１日(当該指定を受けた日が４月１日である場合は、当該日)から 5 年間とする。ただし、再指

定による期間の更新を妨げない。 
 
(指定管理者の選定基準) 

第５条 知事は、鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成１６年鳥取県条例第６

７号)第４条第１項の規定による申請があったときは、同条例第５条第１号から第３号までの基準によるほか、次

に掲げる基準によって同条の審査を行うものとする。 

（１）指定管理者が、とっとり出合いの森を活用し、森林に対する理解を深めるための事業を実施すること。 

（２）その他知事がとっとり出合いの森の設置の目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項 
 
(開園時間及び休園日) 

第６条 とっとり出合いの森の開園時間は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。 

２ とっとり出合いの森の休園日は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。 
 
(行為の制限等) 

第７条 とっとり出合いの森においては、次の行為をしてはならない。 

（１）とっとり出合いの森の施設設備若しくは展示物を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をす

ること。 

（２）指定管理者の許可を受けないで竹木を伐採し、又は植物を採取すること。 

（３）指定管理者の許可を受けないで動物を捕獲し、又は殺傷すること。 

（４）所定の場所以外の場所において喫煙すること。 

（５）空き缶、空き瓶その他のごみを捨てること。 

（６）たき火をすること。 

（７）立入禁止区域内に立ち入ること。 

（８）所定の場所以外の場所に車両を乗り入れること。 

（９）指定管理者の許可を受けないで、集会、展示会その他これらに類する催しのためにとっとり出合いの森の全

部又は一部の専用利用をすること。 

（１０）他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。 

（１１）前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為 

２ 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、とっとり出合いの森の利用を拒

み、又はとっとり出合いの森からの退去を命ずることができる。 
 
(措置命令) 

第８条 指定管理者は、とっとり出合いの森の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、とっとり出合い

の森を利用する者に対し、必要な措置を命ずることができる。 
 
(規則への委任) 

第９条 この条例に定めるもののほか、とっとり出合いの森の管理に関する事項は、規則で定める。 



 

附則 

この条例は、平成１１年４月４日から施行する。 

(施行期日) 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

(準備行為) 

2 改正後の鳥取県立とっとり出合いの森の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第３条の規定に

よる指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

(経過措置) 

３ この条例の施行の日前に改正前の鳥取県立とっとり出合いの森の設置及び管理に関する条例の規定により

された行為の制限、措置命令等は、新条例の相当する規定によりされた行為の制限、措置命令等とみなす。 

(施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

(施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の日前に地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第３項の規定に基づき、公の施

設の管理を行わせることとした同項に規定する指定管理者の管理の期間については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料４ 

鳥取市出合いの森公園の設置及び管理に関する条例 
 

平成１１年３月２６日 

鳥取市条例第４号 
 
(目的) 

第１条 この条例は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 の規定に基づき、鳥取市出合いの森

公園の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。 
 
(設置及び名称) 

第２条 市民の保健休養及び森林レクリエーションの振興に資するため、鳥取市出合いの森公園(以下「出合い

の森公園」という。)を鳥取市桂見に設置する。 
 
(指定管理者による管理) 

第３条 出合いの森公園の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」とい

う。)に行わせる。 

２ 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に出合いの森公園の管理を

行わなければならない。 
 
(指定管理者の業務の範囲) 

第４条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 

（１）出合いの森公園の利用に関する業務 

（２）出合いの森公園の施設及び設備の維持管理に関する業務 

（３）前２号に掲げるもののほか、出合いの森公園の管理上市長が必要と認める業務 
 
(禁止行為) 

第５条 出合いの森公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

（１）施設、設備、器具等をき損すること。 

（２）竹木を伐採し、又は植物若しくは土石を採取すること。 

（３）動物を捕獲し、又は殺傷すること。 

（４）所定の場所以外の場所で喫煙すること。 

（５）空き缶、空き瓶その他のごみを捨てること。 

（６）たき火をすること。 

（７）立入禁止区域内に立ち入ること。 

（８）所定の場所以外の場所に車両を乗り入れること。 

（９）危険物を持ち込むこと。 

（１０）他の利用者の迷惑となる行為又はそのおそれのある行為をすること。 

（１１）前各号に掲げるもののほか、指定管理者が出合いの森公園の管理上特に必要があると認めて禁止する

行為 

２ 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、出合いの森公園の利用を拒む

ことができる。 
 
(措置命令) 

第６条 指定管理者は、出合いの森公園の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、出合いの森公園

を利用する者に対し、行為の中止、原状回復、出合いの森公園からの退去その他の必要な措置を命ずること

ができる。 
 
(委任) 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
 
附則 

この条例は、平成１１年４月４日から施行する。 

(施行期日) 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市出合いの森公園の設置及び管理に関する条例の

規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市出合いの森公園の設置及

び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。 



資料５ 

 

出合いの森における現状の職員体制 

 
施設責任者(１名) 
 
監査役(２名) 
 
 
 
 

職名 身分 職員数 業務内容及び保有している資格 
施設責任者 正規職員 １名 総合的に、施設、運営管理のチェックを行い、全体を

コーディネイトする。(企画、受付、パトロール、来園

者対応) 
経理及び収支状況の管理(受付、収支状況の管理)、委

託業務関係の予算、執行、経理、決算 
造園業務歴が 15 年以上(１級造園技能士、１級造園施

工管理技士、２級建設業経理事務士) 
マルチスタッフ 正規職員 １名 施設管理のチェック、園内の森林、植栽の管理、パト

ロール、来園者対応 
造園業務歴が 10 年以上(１級造園技能士、２級造園施

工管理技士) 
庶務スタッフ 正規職員 １名 報告資料作成、パトロール、来園者対応 

サポートスタッフ 非常勤職員 ２名 園内の軽微の作業(トイレ清掃、ゴミ拾い、除草等) 

監査役 正規職員 
外部委託 

１名 
１名 

管理に係る財産及び業務の執行状況 
※無報酬 

※令和５年４月１日現在 

マルチスタッフ(１名) 
 
庶務スタッフ(１名)  
 
サポートスタッフ(２名) 

































































資料８

幼稚園・保育園
小学校

（小中一貫校
を含む）

中学校 高等学校 養護学校 福祉団体 公民館等
その他団体
（イベント等）

計

4月 16,043名 729名 0名 145名 368名 0名 0名 0名 88名 1,330名 14,713名

5月 19,521名 2,226名 118名 0名 0名 0名 29名 0名 90名 2,463名 17,058名

6月 7,803名 405名 0名 0名 0名 0名 62名 0名 52名 519名 7,284名

7月 6,176名 125名 0名 0名 5名 0名 8名 0名 42名 180名 5,996名

8月 6,039名 49名 0名 0名 0名 0名 14名 0名 0名 63名 5,976名

9月 6,463名 431名 0名 0名 0名 0名 18名 0名 40名 489名 5,974名

10月 10,453名 718名 147名 0名 0名 0名 41名 0名 120名 1,026名 9,427名

11月 7,935名 331名 0名 0名 0名 0名 52名 0名 134名 517名 7,418名

12月 3,999名 307名 0名 0名 0名 0名 13名 0名 0名 320名 3,679名

1月 3,617名 196名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 196名 3,421名

2月 6,174名 227名 0名 0名 0名 0名 13名 0名 0名 240名 5,934名

3月 11,841名 480名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 60名 540名 11,301名

合　計 106,064名 6,224名 265名 145名 373名 0名 250名 0名 626名 7,883名 98,181名

  令和４年度出合いの森利用実績内訳

区　分 来園者数

団体・イベント利用

個人・一般利用



新エリア（県立鳥取少年自然の家跡地）の概要 
 

○出合いの森に隣接する県立鳥取少年自然の家跡地に、現地の豊かな自然や地形を活かし「多目的

広場」「遊歩道」「管理道」を令和５年度から整備。令和６年度末までに完成予定。 

○完成後は、出合いの森の新エリアとして編入し、一体的に管理・運営する方針。 

  ・新エリアの面積：９ヘクタール（管理道を含む） 

  ・当該エリアの管理業務に係る指定管理料は、編入時から加算する。 

 

■位置図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■イメージ図 

 

管理道 

資料９ 


